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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成24年10月11日(2012.10.11)

【公開番号】特開2011-47988(P2011-47988A)
【公開日】平成23年3月10日(2011.3.10)
【年通号数】公開・登録公報2011-010
【出願番号】特願2009-194171(P2009-194171)
【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｇ   9/08     (2006.01)
   Ｇ０３Ｇ   9/087    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｇ   9/08    ３７２　
   Ｇ０３Ｇ   9/08    ３８１　
   Ｇ０３Ｇ   9/08    ３８４　
   Ｇ０３Ｇ   9/08    ３７５　

【手続補正書】
【提出日】平成24年8月27日(2012.8.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明は、結着樹脂、着色剤及びワックスを少なくとも含有するトナー粒子と、脂肪酸
金属塩及び無機微粉体とを有するトナーであって、
　該無機微粉体はシリカ微粒子を含有しており、
　該シリカ微粒子は、アルコキシシランとアルコキシシラザンの少なくとも一方による表
面処理と、シリコーンオイルによる表面処理とが施されており、
　該シリカ微粒子からの該シリコーンオイルの遊離率が炭素量基準で５０質量％以下であ
り、
　該脂肪酸金属塩は、体積基準におけるメジアン径（Ｄ５０）が、０．１５μｍ以上０．
６５μｍ以下であることを特徴とするトナーに関する。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３６】
　＜トナー粒子（３）の製造＞
　トナー粒子（１）の製造において、非晶質ポリエステルの添加量を７．０部に変更した
こと以外は同様にして、重量平均粒径（Ｄ４）が６．８μｍのトナー粒子（３）を得た。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３７】
　＜トナー粒子（４）の製造＞
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　トナー粒子（１）の製造において、非晶質ポリエステルの添加量を４０．０部に変更し
たこと以外は同様にして、重量平均粒径（Ｄ４）が７．７μｍのトナー粒子（４）を得た
。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３９】
　＜トナー粒子（６）の製造＞
　－有機微粒子エマルションの合成－
　撹拌棒、及び温度計をセットした反応容器中に、水６８３部、メタクリル酸エチレンオ
キサイド付加物硫酸エステルのナトリウム塩（エレミノールＲＳ－３０、三洋化成工業株
式会社製）１１部、スチレン８３部、メタクリル酸８３部、アクリル酸ブチル１１０部、
及び過硫酸アンモニウム１部を仕込み、３８００回転／分で３０分間撹拌したところ、白
色の乳濁液が得られた。これを加熱して、系内温度７５℃まで昇温し４時間反応させた。
更に、１％過硫酸アンモニウム水溶液３０部を加え、７５℃にて６時間熟成してビニル系
樹脂（メタクリル酸－アクリル酸ブチル－メタクリル酸エチレンオキサイド付加物硫酸エ
ステルのナトリウム塩の共重合体）の水性分散液を得た。これを［微粒子分散液１］とす
る。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１５５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１５５】
　次に、得られた濾過ケーキを循風乾燥機にて４５℃にて４８時間乾燥し、目開き７５μ
ｍメッシュで篩い、重量平均粒径（Ｄ４）が５．８μｍのトナー粒子（６）を得た。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１６４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１６４】
　＜トナー１４の製造＞
　トナー１２の製造において、脂肪酸金属塩１を脂肪酸金属塩３に変更し、混合工程の時
間を３００秒に変更すること以外は同様にして、トナー１４を得た。トナー１４の処方及
び物性を表３に示す。
【手続補正７】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　結着樹脂、着色剤及びワックスを少なくとも含有するトナー粒子と、脂肪酸金属塩及び
無機微粉体とを有するトナーであって、
　該無機微粉体はシリカ微粒子を含有しており、
　該シリカ微粒子は、アルコキシシランとアルコキシシラザンの少なくとも一方による表
面処理と、シリコーンオイルによる表面処理とが施されており、
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　該シリカ微粒子からの該シリコーンオイルの遊離率が炭素量基準で５０質量％以下であ
り、
　該脂肪酸金属塩は、体積基準におけるメジアン径（Ｄ５０）が、０．１５μｍ以上０．
６５μｍ以下であることを特徴とするトナー。
【請求項２】
　該シリカ微粒子は、シリコーンオイルによって表面処理され、その後、アルコキシシラ
ンまたはアルコキシシラザンの少なくとも一方で表面処理されたことを特徴とする請求項
１に記載のトナー。
【請求項３】
　前記脂肪酸金属塩の下記式（１）で得られるスパン値は、１．７５以下であることを特
徴とする請求項１又は２に記載のトナー。
　　スパン値＝（Ｄ９５－Ｄ５）／Ｄ５０　　（１）
（上記式（１）において、Ｄ５は、脂肪酸金属塩の体積基準における５％積算径であり、
Ｄ９５は、脂肪酸金属塩の体積基準における９５％積算径である。）
【請求項４】
　前記脂肪酸金属塩の体積基準におけるメジアン径（Ｄ５０）が、０．３０μｍ以上０．
６０μｍ以下であることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載のトナー。
【請求項５】
　該脂肪酸金属塩の該トナーからの遊離率が、１０．０質量％以上４０．０質量％以下で
あることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載のトナー。
【請求項６】
　該トナーの下記式（２）から得られる圧縮率が、３０以下であることを特徴とする請求
項１乃至５のいずれか一項に記載のトナー。
　　圧縮率＝｛１－（見掛け密度／タップ密度）｝×１００　　（２）
【請求項７】
　該トナー粒子の粉体流動性測定装置により測定される撹拌速度が１００回転の時のＴｏ
ｔａｌ　Ｅｎｅｒｇｙが、５００ｍＪ以上１０００ｍＪ以下であることを特徴とする請求
項１乃至６のいずれか一項に記載のトナー。
【請求項８】
　該シリカ微粒子は、該シリコーンオイルによる表面処理量がシリカ微粒子原体１００質
量部に対して０．５質量部以上１１．０質量部以下であることを特徴とする請求項１乃至
７のいずれか一項に記載のトナー。
【請求項９】
　該トナー粒子が、水系媒体中で製造されることを特徴とする請求項１乃至８のいずれか
一項に記載のトナー。
【請求項１０】
　該トナー粒子が、懸濁重合法で製造されることを特徴とする請求項１乃至９のいずれか
一項に記載のトナー。
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